
  宝塚市立公民館指定管理者選定の概要 

 

１ 選定内容 

（１）選定する公の施設 

宝塚市立中央公民館 

宝塚市立東公民館 

宝塚市立西公民館 

 

（２）選定の目的 

宝塚市立中央公民館、同東公民館及び同西公民館について、指定管理者の指定

期間が令和６年（２０２４年）３月３１日をもって満了することから、令和６年

（２０２４年）４月１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日までの期間に

おける当該施設の新たな指定管理者を、宝塚市立公民館指定管理者選定委員会（以

下「選定委員会」という）において決定された募集要項等及び選定基準に基づき

適当な候補者の選定を行うものです。 

 

（３）申請の状況 

宝塚市立公民館設置管理条例（平成２９年条例第３２号）第５条の規定に基づ

き公募を行ったところ、１者から申請がありました。 

 

２ 審議内容 

（１）選定委員会委員 

委員長   西本 望   （武庫川女子大学教育学部 教授） 

副委員長  赤尾 勝己  （関西大学文学部 教授） 

委 員   種村 文孝  （京都大学医学研究科 助教） 

委 員   越智  彰   （税理士） 

委 員   新里 吉光  （宝塚市自治会連合会 理事） 

委 員   有賀 真紀子 （宝塚市ＰＴＡ協議会 総務） 

委 員   岡田 保恵  （市民公募委員） 

 

（２）選定経緯 

ア 第１回選定委員会  令和５年（２０２３年）５月１７日 

  （募集要項・業務仕様書・選定基準の決定） 

イ 公募期間      令和５年（２０２３年）６月１日から３０日まで 

ウ 現地説明会     令和５年（２０２３年）６月９日 

エ 第２回選定委員会  令和５年（２０２３年）７月１９日 

 （書類審査） 



       オ 第３回選定委員会  令和５年（２０２３年）７月２５日 

     （プレゼンテーション審査の実施及び指定管理者候補者の決定） 

 

（３）審査方法 

採点項目（１５項目）と配点（１２０点満点）を設定し、提出された申請書類

並びにプレゼンテーション及び質疑応答の内容を審査し、各項目を５段階で評価

することとしました。 

選定に際しては、委員ごとの評価点合計の１位の判定が最も多い団体等に決定

することとしました。また、委員７人の評価点を合計して８４０点満点とし、 

５０４点（６０％）を必要最低点数と定め、この点数に満たない者は候補者に選

定されないこととしました。 

 

３ 選定結果 

（１）選定結果 

アクティオ株式会社の総評価点は８４０点満点中５５１点（６５．６％）で、

必要最低点数５０４点（６０％）を上回っていました。 

これら各委員の審査結果に基づいて委員会で審議を行った結果、以下の申請者

を指定管理者の候補者として選定することが適当であると決定しました。 

 

住 所 東京都目黒区東山１丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビル６階 

名 称 アクティオ株式会社 

代表者 代表取締役社長 淡野 文孝 

 

（２）選定理由 

選定に当たり、特に評価された点としては、宝塚市の地域の特性及び各公民館

の状況並びに社会教育委員の会議からの意見書を把握した上で事業提案がなされ

たことが挙げられます。一例として、趣味などに特化したカルチャー事業だけで

はなく、社会教育施設としての公民館のあり方に鑑みた地域課題や地域づくりに

つながる場としての事業を展開している実績を今後も推進していくことで、公民

館を中心とした市民力、地域力の向上が期待できます。 

その他、光熱水費、物価高騰など経済状況の変化が多いなか、貸借対照表、損

益計算書より財務基盤が安定していることが確認の上、評価されました。 

以上を踏まえ、本委員会としては、同社を指定管理者の候補者として選定する

ことが適当であると決定しました。 

 


